
(R8.5.29改訂） 

非常災害における対応について（保育利用） 

 

林 田 保 育 園 

津山市こども保育課 

令和８年５月２９日から国の気象警報などが次のように変わっています。 

（気象台資料抜粋） 

１ 気象警報や避難情報等が発令された場合の園の対応について 

気象台から発表される上記の気象警報では休園を判断しません。 

市町村から園の所在地に、次の避難情報等が発令された場合に以下の対応を行います。 

市町村が発令する情報 

（避難情報等） 
取るべき行動と園の対応 

緊急安全確保 
命の危険 直ちに安全確保！ 

◆発令された日は終日休園します。 

◆解除後も当日は保育を再開しません。 

避難指示 
危険な場所から全員避難 

◆午前６時時点で発令されたら：終日休園します。 

◆午前６時以降～登園中に発令されたら：その日の保育は中止します。 

◆登園後発令されたら：速やかにお迎えをお願いします。 

ただし、園周辺の状況に応じて、近くの安全な場所や、園内のより安全な場

所に緊急避難する場合は、避難場所で保護者へ引き渡しを行います。 

◆解除後も当日は保育を再開しません。 

高齢者等避難 
危険な場所から高齢者等は避難 

◆午前６時時点で発令されたら：終日休園します。 

◆午前６時以降～登園中に発令されたら：その日の保育は中止します。 

◆登園後発令されたら：速やかにお迎えをお願いします。 

◆解除後も当日は保育を再開しません。 

２ 津山市に地震が発生した場合の園の対応について 

・震度５弱以上の地震が発生した場合には、終日休園します。 

 開園中に震度５弱以上の地震が発生した場合には、保育を中止しますので、お迎えをお願いします。お迎

えまでは、園または近くの避難場所等で待機します。 

・震度４の地震が発生した場合には、園の被災状況または安全確認のため、休園または保育を中止すること

があります。 

・震度３以下の地震であっても、被災状況によっては休園することがあります。 

 


